
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務
に係る相談等実績（令和元年度）」を公表しました 

～平成 28年度の制度施行以降、相談件数・調停件数は増加傾向～ 

 

厚生労働省では、このたび、都道府県労働局や公共職業安定所（ハローワーク）にお

ける「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績

（令和元年度）」を取りまとめましたので、公表します。 

厚生労働省では、雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係

る制度※の施行状況を踏まえ、制度のさらなる周知に努めます。同時に、公共職業安定所

などに寄せられる相談への適切な対応と紛争解決のための業務の的確な実施に取り組ん

でいきます。 

 

【集計結果の主なポイント】 

・ 公共職業安定所に寄せられた障害者差別及び合理的配慮に関する相談は 254件で、 

対前年度比 2.4％の増となった。このうち障害者差別に関する相談は 75件で、対前 

年度比 21.0％の増となり、合理的配慮の提供に関する相談は 179件で、対前年度比 

3.8％の減となった。平成 28年度の制度施行以降、相談件数は増加傾向にある 

［資料１ 表１］。 

・ 公共職業安定所が行った事業主への助言件数は 76件で、対前年度比 16.9％の増と 

なり、指導件数は 0件で、対前年度比 100％の減となった。都道府県労働局長が 

行った勧告件数は 0件で、前年度並みとなった［資料１ 表３・表４］ 

・ 労働局長による紛争解決の援助申立受理件数は３件で、前年度並みとなった 

［資料１ 表５］。 

・ 障害者雇用調停会議による調停申請受理件数は 13件で、対前年度比 160％の増 

となった。調停件数は増加傾向にある［資料１ 表６］。 

 
※ 雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る制度について 

［資料３～５］ 

障害者雇用促進法（以下「法」）では、すべての事業主に対して、「障害者であることを理由 

とした障害のない人との不当な差別的取扱いの禁止」（法第 34条及び第 35条）、「障害者に 

対する合理的配慮の提供義務」（法第 36条の２及び第 36条の３）、「障害者からの相談に 

対応する体制の整備・障害者からの苦情を自主的に解決することの努力義務」（法第 36条の 
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４及び第 74条の４）を規定している。 

事業主による法令違反等事案に対しては、公共職業安定所等が行う助言、指導・勧告（法第 36 

条の６）により是正を図っている。 

なお、障害のある労働者と事業主の話し合いによる自主的な解決が難しい場合は、関係当事者 

の申し立て等に基づき、①都道府県労働局長による助言、指導、または勧告(法第 74条の６）、 

または②障害者雇用調停会議による調停（法第 74条の７及び第 74条の８）を実施することに 

より、紛争の早期解決を支援している。 

 

［添付資料］ 

資料１ 令和元年度 都道府県労働局職業安定部・公共職業安定所での法施行状況  

    ～雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等

実績～ 

資料２ 障害者差別禁止・合理的配慮に係る相談に対する対応事例 

資料３ 雇用の分野における障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務 

資料４ 障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る紛争

解決手続 

資料５ ［関係条文抜粋］障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35年法律第 123号） 
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（資料１） 

令和元年度 都道府県労働局職業安定部・公共職業安定所での法施行状況 

～雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務 

に係る相談等実績～ 

 

１ 公共職業安定所等で取り扱った相談、助言・指導及び勧告の状況 

（１）公共職業安定所への相談 

◆ 令和元年度に公共職業安定所に寄せられた障害者差別及び合理的配慮

の提供に関する相談は、254 件（表１）。 

 ○ 令和元年度に、障害者、障害のある労働者や事業主等から公共職業安定

所に寄せられた相談のうち、障害者差別に関する相談は 75 件、合理的配

慮の提供に関する相談は 179 件であった（表１）。 

 ○ 相談者の内訳は、障害者からの相談が 243 件、事業主からの相談が７

件、その他（家族等）が４件であった（表２）。 

 

表１ 内容別相談件数の推移 

 平成 28 年度
※１ 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

障害者差別禁止 80 64 62 75 

合理的配慮 96 117 186 179 

合計 176 181 248 254 

※１：障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る規定は、平成 28 年４月から施行。 

 

表２ 相談者別相談件数の推移 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

障害者 157 163 226 243 

事業主 10 7 15 7 

その他（家族等）  9 11 7 4 

合計 176 181 248 254 

 

（２）公共職業安定所等が行った助言・指導・勧告※２（障害者雇用促進法第

36 条の 6） 

◆ 公共職業安定所が行った助言件数は 76 件（表３）、指導件数は 0件

（表４）。都道府県労働局職業安定部が行った勧告件数は 0件※３。 

※２：厚生労働大臣は、障害者雇用促進法第 34 条・第 35 条（障害者に対する差別の禁止）及び第 36
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条の２から第 36 条の４（障害者に対する合理的配慮の提供義務）までの規定の施行に関し、必要と

認めるときは、事業主に対して報告を求め、又は助言・指導・勧告をすることができる。 

助言は、公共職業安定所が法違反等について口頭により行う。 

指導は、助言を行った事案について法違反に係る場合で、是正の意思が確認できないものについ

て、公共職業安定所長名の指導書交付により行う。 

勧告は、指導によっても法違反が是正されない事案について、労働局長名の勧告書交付により行

う。 

※３：平成 28 年度～平成 30 年度の勧告件数は０件。 

 

○ 公共職業安定所が行った助言件数の内訳は、障害者差別に関する助言が

13 件、合理的配慮の提供に関する助言が 63 件であった（表３）。 

 

表３ 内容別助言件数の推移 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

障害者差別禁止 6 6 15 13 

合理的配慮 5 18 50 63 

合計 11 24 65 76 

 

表４ 内容別指導件数の推移 

 平成 28 年

度、 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

障害者差別禁止 0 0 0 0 

合理的配慮 0 0 2 0 

合計 0 0 2 0 

 

２ 都道府県労働局職業安定部で取り扱った紛争解決の援助 

 （１）労働局長による紛争解決の援助（障害者雇用促進法第 74 条の 6）   

◆ 労働局長による紛争解決の援助申立受理件数は 3件（表５）。   

○ 障害者差別に関する援助申立受理件数が 2件、合理的配慮の提供に関

する援助申立受理件数が 1件となっている（表５）。 

  ○ 平成 30 年度中に援助の申立てがあり、援助が終了した 1件について

は、解決に至らなかった。 
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表５ 内容別紛争解決援助申立受理件数の推移 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

障害者差別禁止 3 2 0 2 

合理的配慮 1 1 3 1 

合計 4 3 3 3 

 

（２）障害者雇用調停会議による調停（障害者雇用促進法第 74 条の 7） 

 ◆ 障害者雇用調停会議による調停申請受理件数は 13 件。（表６） 

○ 障害者差別に関する調停申請受理件数が４件、合理的配慮の提供に関する

調停申請受理件数が９件となっている(表６)。 

○ 調停の実施結果を見ると、令和元年度中に申請を受理し、調停を開始した

13 件のうち７件については、関係当事者双方が調停案を受諾した。 

 

表６ 調停申請受理件数の推移 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

障害者差別禁止 2 1 0 4 

合理的配慮 0 2 5 9 

合計 2 3 5 13 
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障
害
者
差
別
禁
止
・
合
理
的
配
慮
に
係
る
相
談
に
対
す
る
対
応
事
例
①

【
合
理
的
配
慮
に
関
す
る
助
言
事
例
】
（
知
的
障
害
／
清
掃
・
事
務
補
助
）

○
（
本
人
の
家
族
か
ら
の
相
談
）
事
業
所
か
ら
、
職
場
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
の
問
題
を
指
摘
さ
れ
、
退

職
勧
奨
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
心
配
で
あ
る
。

☞
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
よ
る
事
業
所
等
へ
の
聴
取
の
結
果
、
退
職
勧
奨
の
事
実
な
ど
の
法
違
反
は
確
認
さ
れ
な
か
っ

た
も
の
の
、
採
用
当
初
は
行
わ
れ
て
い
た
障
害
特
性
に
応
じ
た
業
務
指
示
の
方
法
な
ど
の
合
理
的
配
慮
が
行
わ
れ

な
く
な
っ
た
こ
と
を
把
握
。
事
業
所
に
対
し
て
、
指
導
担
当
者
の
配
置
、
専
門
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
関
係
機

関
の
紹
介
な
ど
を
助
言
。
事
業
所
は
助
言
に
基
づ
き
本
人
へ
の
対
応
を
改
善
。

【
合
理
的
配
慮
に
関
す
る
助
言
事
例
】
（
身
体
障
害
等
／
施
設
保
全
）

○
上
司
か
ら
高
圧
的
な
指
示
が
さ
れ
、
パ
ワ
ハ
ラ
と
感
じ
る
。
障
害
に
対
応
し
た
機
材
等
の
使
用
に
つ
い
て
の

要
望
を
聞
い
て
も
ら
え
な
い
。

☞
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
よ
る
事
業
所
へ
の
聴
取
の
結
果
、
心
理
的
虐
待
の
事
実
等
法
違
反
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た

も
の
の
、
お
互
い
の
意
思
疎
通
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
配
慮
に
欠
け
て
い
た
発
言
が
認
め
ら
れ
た
。
障
害

特
性
に
応
じ
た
業
務
指
示
の
伝
え
方
に
つ
い
て
助
言
す
る
と
と
も
に
、
本
人
と
の
話
し
合
い
を
行
う
よ
う
助
言
。

事
業
所
は
本
人
と
の
話
し
合
い
を
通
じ
、
お
互
い
の
誤
解
を
解
消
し
、
業
務
指
示
の
伝
え
方
等
を
改
善
。

■
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
助
言
等
に
よ
り
対
応
が
図
ら
れ
た
事
例

（
資
料
２
）
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障
害
者
差
別
禁
止
・
合
理
的
配
慮
に
係
る
相
談
に
対
す
る
対
応
事
例
②

【
差
別
禁
止
に
関
す
る
助
言
事
例
】
（
身
体
障
害
／
事
務
補
助
）

○
上
司
が
、
特
定
業
務
に
つ
い
て
障
害
者
を
排
除
す
る
発
言
を
す
る
な
ど
、
障
害
者
へ
の
暴
言
が
繰
り
返
さ
れ
て

い
る
。

☞
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
よ
る
事
業
所
等
へ
の
聴
取
の
結
果
、
心
理
的
虐
待
の
事
実
等
法
違
反
を
確
認
し
、
障
害
者
虐

待
の
防
止
及
び
障
害
者
差
別
の
禁
止
に
つ
い
て
事
業
所
に
助
言
を
行
っ
た
。
事
業
所
で
は
、
上
司
へ
の
厳
重
注
意

等
の
対
応
を
行
っ
た
。

■
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
助
言
等
に
よ
り
対
応
が
図
ら
れ
た
事
例

【
合
理
的
配
慮
に
関
す
る
助
言
事
例
】
（
精
神
障
害
／
事
務
職
）

○
障
害
が
あ
る
こ
と
を
人
事
課
と
上
司
以
外
に
開
示
す
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
が
、
現
在
、
障
害
特
性
に
応
じ

た
業
務
内
容
の
調
整
が
行
わ
れ
ず
、
職
場
の
同
僚
へ
の
遠
慮
か
ら
通
院
の
た
め
の
休
暇
を
取
得
し
づ
ら
い
な
ど
、

心
身
の
負
担
が
大
き
い
。

☞
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
よ
る
事
業
所
へ
の
聴
取
の
結
果
、
法
違
反
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
ら
、

本
人
の
求
め
る
合
理
的
配
慮
の
内
容
等
に
つ
い
て
事
業
所
に
説
明
を
行
い
、
本
人
と
の
話
し
合
い
を
行
う
よ
う
助

言
。
事
業
所
で
は
、
本
人
と
面
談
を
行
い
、
本
人
の
求
め
る
合
理
的
配
慮
の
内
容
を
踏
ま
え
、
対
人
業
務
を
免
除

す
る
と
と
も
に
、
本
人
の
希
望
す
る
範
囲
で
の
説
明
を
職
場
内
に
行
う
な
ど
の
対
応
を
改
善
。
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障
害
者
差
別
禁
止
・
合
理
的
配
慮
に
係
る
相
談
に
対
す
る
対
応
事
例
③

【
合
理
的
配
慮
に
関
す
る
調
停
事
例
】
（
身
体
障
害
／
清
掃
職
）

○
障
害
特
性
に
配
慮
し
た
業
務
量
の
調
整
等
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
体
調
不
良
で
休
ま
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
勤
務
成
績
不
良
と
し
て
契
約
が
更
新
さ
れ
ず
雇
い
止
め
と
な
っ
た
。
経
済
的
・
精
神
的

損
害
に
対
す
る
補
償
金
の
支
払
い
を
求
め
た
い
と
し
て
調
停
を
申
請
。

☞
調
停
委
員
が
被
申
請
人
の
主
張
を
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
申
請
人
と
の
面
談
等
が
実
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
被
申

請
人
も
合
理
的
配
慮
の
取
組
の
不
足
を
認
め
た
。
調
停
委
員
が
早
期
解
決
の
た
め
双
方
が
譲
歩
可
能
な
解
決
策
を

調
整
し
た
結
果
、
解
決
金
を
支
払
う
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
調
停
案
の
受
諾
勧
告
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
合
意
が
成

立
し
、
解
決
し
た
。

【
差
別
に
関
す
る
調
停
事
例
】
（
身
体
障
害
／
清
掃
職
）

○
労
災
に
よ
る
後
遺
症
が
あ
り
、
現
業
職
以
外
へ
の
職
種
転
換
を
求
め
た
と
こ
ろ
認
め
ら
れ
ず
、
解
雇
さ
れ
た
。

解
雇
は
障
害
が
理
由
で
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
事
業
所
か
ら
の
謝
罪
と
補
償
金
の
支
払
い
を
求
め

た
い
と
し
て
調
停
を
申
請
。

☞
調
停
委
員
が
被
申
請
人
の
主
張
を
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
小
規
模
な
職
場
の
た
め
職
種
転
換
は
困
難
と
の
見
解

が
示
さ
れ
た
一
方
で
、
申
請
人
と
の
話
し
合
い
の
不
足
を
認
め
た
。
調
停
委
員
が
早
期
解
決
の
た
め
双
方
が
譲
歩

可
能
な
解
決
策
を
調
整
し
た
結
果
、
本
人
に
対
す
る
謝
罪
と
解
決
金
を
支
払
う
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
調
停
案
の

受
諾
勧
告
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
合
意
が
成
立
し
、
解
決
し
た
。

■
障
害
者
雇
用
調
停
会
議
に
よ
る
調
停
事
例
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障
害
者
差
別
禁
止
・
合
理
的
配
慮
に
係
る
相
談
に
対
す
る
対
応
事
例
④

【
合
理
的
配
慮
に
関
す
る
調
停
事
例
】
（
身
体
障
害
／
倉
庫
作
業
員
）

○
通
院
の
た
め
の
休
暇
取
得
に
つ
い
て
職
場
で
情
報
共
有
さ
れ
ず
、
無
断
欠
勤
呼
ば
わ
り
さ
れ
た
上
、
仕
事
が

与
え
ら
れ
な
い
な
ど
の
扱
い
を
受
け
た
た
め
、
職
場
に
居
づ
ら
く
な
り
、
退
職
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
経
済

的
・
精
神
的
損
害
に
対
す
る
補
償
金
の
支
払
い
を
求
め
た
い
と
し
て
調
停
を
申
請
。

☞
調
停
委
員
が
被
申
請
人
の
主
張
を
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
職
場
内
の
情
報
伝
達
体
制
の
不
備
が
あ
っ
た
ほ
か
、

配
慮
の
な
い
発
言
が
あ
っ
た
こ
と
、
障
害
特
性
に
配
慮
し
た
合
理
的
配
慮
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
た
。
調

停
委
員
が
早
期
解
決
の
た
め
双
方
が
譲
歩
可
能
な
解
決
策
を
調
整
し
た
結
果
、
解
決
金
を
支
払
う
こ
と
等
を
内
容

と
す
る
調
停
案
の
受
諾
勧
告
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
合
意
が
成
立
し
、
紛
争
が
解
決
。

■
障
害
者
雇
用
調
停
会
議
に
よ
る
調
停
事
例

【
差
別
禁
止
・
合
理
的
配
慮
に
関
す
る
調
停
事
例
】
（
精
神
障
害
／
福
祉
専
門
職
）

○
障
害
を
開
示
し
な
い
で
採
用
さ
れ
た
が
、
試
用
期
間
中
に
障
害
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
能
力
不
足
を
理
由
に

解
雇
さ
れ
た
。
障
害
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
た
解
雇
と
考
え
ら
れ
、
経
済
的
・
精
神
的
損
害
に
対
す
る
補
償

金
の
支
払
い
を
求
め
た
い
と
し
て
調
停
を
申
請
。

☞
調
停
委
員
が
被
申
請
人
の
主
張
を
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
障
害
を
把
握
し
た
時
点
で
、
就
労
に
必
要
な
合
理
的

配
慮
に
つ
い
て
申
請
者
や
そ
の
支
援
者
と
話
し
合
う
な
ど
の
対
応
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
被
申
請
人
も
障
害
特

性
に
配
慮
し
た
合
理
的
配
慮
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
た
。
調
停
委
員
が
早
期
解
決
の
た
め
双
方
が
譲
歩

可
能
な
解
決
策
を
調
整
し
た
結
果
、
解
決
金
を
支
払
う
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
調
停
案
の
受
諾
勧
告
を
行
っ
た

と
こ
ろ
、
合
意
が
成
立
し
、
紛
争
が
解
決
。
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雇
用

の
分

野
に

お
け

る
障

害
者

の
差

別
禁

止
及

び
合

理
的

配
慮

の
提

供
義

務

（
資

料
３

）
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◎
障

害
者

に
対

す
る

差
別

禁
止

※
1
、

合
理

的
配

慮
の

提
供

義
務

※
2
 を

規
定

【
施

行
期

日
平

成
2
8
年

4
月

1
日

】

◎
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

厚
生

労
働

大
臣

か
ら

事
業

主
に

対
し

、
助

言
、

指
導

又
は

勧
告

を
実

施
。

【
差

別
の

主
な

具
体

例
】

【
合

理
的

配
慮

の
主

な
具

体
例

】

募
集

・
採

用
の

機
会

○
身

体
障

害
（
車

い
す

の
利

用
、

人
工

呼
吸

器
等

の
使

用
の

否
定

を
含

む
）
、

知
的

障
害

、
精

神
障

害
が

あ
る

こ
と

を
理

由
と

し
て

、
募

集
・
採

用
を

拒
否

す
る

こ
と

な
ど

賃
金

の
決

定
、

教
育

訓
練

の
実

施
、

福
利

厚
生

施
設

の
利

用
な

ど

障
害

者
で

あ
る

こ
と

を
理

由
と

し
て

、
以

下
の

よ
う

な
不

当
な

差
別

的
取

扱
い

を
行

う
こ

と
○

賃
金

を
引

き
下

げ
る

こ
と

、
低

い
賃

金
を

設
定

す
る

こ
と

、
昇

給
を

さ
せ

な
い

こ
と

○
研

修
、

現
場

実
習

を
う

け
さ

せ
な

い
こ

と
○

食
堂

や
休

憩
室

の
利

用
を

認
め

な
い

こ
と

な
ど

募
集

・
採

用
の

配
慮

○
問

題
用

紙
を

点
訳

・
音

訳
す

る
こ

と
・
試

験
な

ど
で

拡
大

読
書

器
を

利
用

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

・
試

験
の

回
答

時
間

を
延

長
す

る
こ

と
・
回

答
方

法
を

工
夫

す
る

こ
と

な
ど

施
設

の
整

備
、

援
助

を
行

う
者

の
配

置
な

ど

○
車

い
す

を
利

用
す

る
方

に
合

わ
せ

て
、

机
や

作
業

台
の

高
さ

を
調

整
す

る
こ

と
○

文
字

だ
け

で
な

く
口

頭
で

の
説

明
を

行
う

こ
と

・
口

頭
だ

け
で

な
く
わ

か
り

や
す

い
文

書
・
絵

図
を

用
い

て
説

明
す

る
こ

と
・
筆

談
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

○
手

話
通

訳
者

・
要

約
筆

記
者

を
配

置
・
派

遣
す

る
こ

と
、

雇
用

主
と

の
間

で
調

整
す

る
相

談
員

を
置

く
こ

と
○

通
勤

時
の

ラ
ッ

シ
ュ

を
避

け
る

た
め

勤
務

時
間

を
変

更
す

る
こ

と
な

ど

※
１

不
当

な
差

別
的

取
扱

い
を

禁
止

。
こ

の
た

め
、

職
業

能
力

等
を

適
正

に
評

価
し

た
結

果
と

い
っ

た
合

理
的

な
理

由
に

よ
る

異
な

る
取

扱
い

が
禁

止
さ

れ
る

も
の

で
は

な
い

。

※
２

事
業

主
に

対
し

て
過

重
な

負
担

を
及

ぼ
す

と
き

は
提

供
義

務
を

負
わ

な
い

。

障
害

者
に

対
す

る
差

別
の

禁
止

及
び

合
理

的
配

慮
の

提
供

義
務

に
つ

い
て
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（
１

）
基

本
的

な
考

え
方

○
対

象
と

な
る

事
業

主
の

範
囲

は
、

す
べ

て
の

事
業

主
。

○
対

象
と

な
る

障
害

者
の

範
囲

：
身

体
障

害
、

知
的

障
害

、
精

神
障

害
（
発

達
障

害
を

含
む

。
）
そ

の
他

の
心

身
の

機
能

の
障

害
が

あ
る

た
め

、
長

期
に

わ
た

り
、

職
業

生
活

に
相

当
の

制
限

を
受

け
、

又
は

職
業

生
活

を
営

む
こ

と
が

著
し

く
困

難
な

者
。

⇒
障

害
者

手
帳

所
持

者
に

限
定

さ
れ

な
い

。

○
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
す

る
差

別
（
直

接
差

別
）
を

禁
止

。
（
車

い
す

、
補

助
犬

そ
の

他
の

支
援

器
具

な
ど

の
利

用
、

介
助

者
の

付
き

添
い

な
ど

の
利

用
を

理
由

と
す

る
不

当
な

不
利

益
取

扱
い

を
含

む
）

○
事

業
主

や
同

じ
職

場
で

働
く
者

が
、

障
害

特
性

に
関

す
る

正
し

い
知

識
の

取
得

や
理

解
を

深
め

る
こ

と
が

重
要

。

（
２

）
差

別
の

禁
止

○
募

集
・
採

用
、

賃
金

、
配

置
、

昇
進

、
降

格
、

教
育

訓
練

な
ど

の
各

項
目

に
お

い
て

、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

に
障

害
者

を
排

除
す

る
こ

と
や

、
障

害
者

に
対

し
て

の
み

不
利

な
条

件
と

す
る

こ
と

な
ど

が
、

差
別

に
該

当
す

る
と

し
て

整
理

。

例
：
募

集
・
採

用
イ

障
害

者
で

あ
る

こ
と

を
理

由
と

し
て

、
障

害
者

を
募

集
又

は
採

用
の

対
象

か
ら

排
除

す
る

こ
と

。
ロ

募
集

又
は

採
用

に
当

た
っ

て
、

障
害

者
に

対
し

て
の

み
不

利
な

条
件

を
付

す
こ

と
。

ハ
採

用
の

基
準

を
満

た
す

者
の

中
か

ら
障

害
者

で
な

い
者

を
優

先
し

て
採

用
す

る
こ

と
。

○
た

だ
し

、
次

の
措

置
を

講
ず

る
こ

と
は

、
障

害
者

で
あ

る
こ

と
を

理
由

と
す

る
差

別
に

該
当

し
な

い
。

・
積

極
的

差
別

是
正

措
置

と
し

て
、

障
害

者
を

有
利

に
取

り
扱

う
こ

と
。

・
合

理
的

配
慮

を
提

供
し

、
労

働
能

力
な

ど
を

適
正

に
評

価
し

た
結

果
、

異
な

る
取

扱
い

を
行

う
こ

と
。

・
合

理
的

配
慮

の
措

置
を

講
ず

る
こ

と
。

な
ど

障
害

者
に

対
す

る
差

別
の

禁
止

に
関

す
る

規
定

に
定

め
る

事
項

に
関

し
、

事
業

主
が

適
切

に
対

処
す

る
た

め
の

指
針

（
概

要
）

障
害

者
差

別
禁

止
指

針
（
平

成
2
7
年

３
月

2
5
日

厚
生

労
働

大
臣

告
示

）

- 12 -



・
単

に
障

害
者

だ
か

ら
と

い
う

理
由

で
、

障
害

者
を

募
集

の
対

象
と

し
な

い
こ

と
。

・
単

に
障

害
者

だ
か

ら
と

い
う

理
由

で
、

障
害

者
に

対
し

て
の

み
特

定
の

資
格

を
有

す
る

こ
と

を
応

募
要

件
と

す
る

こ
と

。
・

採
用

基
準

を
満

た
す

者
が

複
数

名
存

在
し

た
場

合
に

、
そ

の
労

働
能

力
等

に
基

づ
く
こ

と
な

く
、

障
害

者
で

な
い

者
か

ら
順

番
に

採
用

す
る

こ
と

。

（
参

考
）
差

別
に

該
当

す
る

と
考

え
ら

れ
る

例

１
募

集
及

び
採

用

２
賃

金

・
労

働
能

力
等

に
基

づ
く
こ

と
な

く
、

単
に

障
害

者
だ

か
ら

と
い

う
理

由
で

、
障

害
者

に
対

し
て

の
み

賞
与

を
支

給
し

な
い

こ
と

。
・

昇
給

に
当

た
っ

て
、

障
害

者
に

対
し

て
の

み
試

験
を

課
す

こ
と

。

３
配

置

・
労

働
能

力
等

に
基

づ
く
こ

と
な

く
、

単
に

障
害

者
だ

か
ら

と
い

う
理

由
で

、
特

定
の

仕
事

を
割

り
当

て
る

こ
と

。
（
合

理
的

配
慮

と
し

て
、

障
害

者
本

人
の

障
害

特
性

や
労

働
能

力
、

適
性

等
を

考
慮

し
て

特
定

の
仕

事
を

割
り

当
て

る
場

合
を

除
く
。

）
・

営
業

職
へ

の
配

置
に

当
た

っ
て

、
障

害
者

に
対

し
て

の
み

資
格

取
得

を
条

件
と

す
る

こ
と

。
・

営
業

職
へ

の
配

置
の

基
準

を
満

た
す

労
働

者
が

障
害

者
を

含
め

て
複

数
い

る
場

合
に

、
障

害
者

で
な

い
者

か
ら

順
番

に
営

業
職

に
配

置
す

る
こ

と
。

４
昇

進

・
労

働
能

力
等

に
基

づ
く
こ

と
な

く
、

単
に

障
害

者
だ

か
ら

と
い

う
理

由
で

、
障

害
者

を
昇

進
の

対
象

と
し

な
い

こ
と

。
・

障
害

者
に

対
し

て
の

み
上

司
の

推
薦

を
昇

進
の

要
件

と
す

る
こ

と
。

・
昇

進
基

準
を

満
た

す
者

が
障

害
者

を
含

め
て

複
数

い
る

場
合

に
、

労
働

能
力

等
に

基
づ

く
こ

と
な

く
、

単
に

障
害

者
だ

か
ら

と
い

う
理

由
で

、
障

害
者

で
な

い
者

を
優

先
し

て
昇

進
の

対
象

と
す

る
こ

と
。

５
降

格

・
労

働
能

力
等

に
基

づ
く
こ

と
な

く
、

単
に

障
害

者
だ

か
ら

と
い

う
理

由
で

、
障

害
者

に
対

し
て

の
み

降
格

の
対

象
と

す
る

こ
と

。
・

障
害

者
で

な
い

者
に

つ
い

て
は

成
績

が
最

低
の

者
の

み
を

降
格

の
対

象
と

す
る

が
、

障
害

者
に

つ
い

て
は

成
績

が
平

均
以

下
の

者
を

降
格

の
対

象
と

す
る

こ
と

。

・
降

格
基

準
を

満
た

す
者

が
障

害
者

を
含

め
て

複
数

い
る

場
合

に
、

労
働

能
力

等
に

基
づ

く
こ

と
な

く
、

単
に

障
害

者
だ

か
ら

と
い

う
理

由
で

、
障

害
者

を
優

先
し

て
降

格
の

対
象

と
す

る
こ

と
。
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（
参

考
）
差

別
に

該
当

す
る

と
考

え
ら

れ
る

例

６
教

育
訓

練

・
一

定
の

職
務

に
従

事
す

る
者

を
対

象
と

す
る

教
育

訓
練

を
行

う
に

当
た

っ
て

、
障

害
者

で
な

い
者

は
教

育
訓

練
の

対
象

と
し

て
い

る
が

、
障

害
者

は
教

育
訓

練
の

対
象

と
し

な
い

こ
と

。

・
一

定
の

職
務

に
従

事
す

る
者

を
対

象
と

す
る

教
育

訓
練

を
行

う
に

当
た

っ
て

、
労

働
能

力
等

に
基

づ
く
こ

と
な

く
、

障
害

者
に

つ
い

て
は

、
障

害
者

で
な

い
者

と
比

較
し

て
長

い
勤

続
年

数
を

教
育

訓
練

の
受

講
要

件
と

す
る

こ
と

。

７
福

利
厚

生

・
企

業
が

福
利

厚
生

の
措

置
を

行
っ

て
い

る
場

合
に

、
単

に
障

害
者

だ
か

ら
と

い
う

理
由

で
、

当
該

福
利

厚
生

の
措

置
の

対
象

と
し

な
い

こ
と

。
・

私
的

保
険

制
度

の
補

助
、

奨
学

金
の

支
給

等
の

福
利

厚
生

の
措

置
を

行
っ

て
い

る
場

合
に

、
障

害
者

に
対

し
て

の
み

、
特

別
な

条
件

を
付

す
こ

と
。

・
障

害
者

と
障

害
者

で
な

い
者

が
等

し
く
要

件
を

満
た

し
て

い
る

に
も

関
わ

ら
ず

、
障

害
者

で
な

い
者

を
優

先
し

て
住

宅
資

金
の

貸
付

等
の

福
利

厚
生

の
措

置
の

対
象

と
す

る
こ

と
。

８
職

種
の

変
更

・
労

働
能

力
等

に
基

づ
く
こ

と
な

く
、

単
に

障
害

者
だ

か
ら

と
い

う
理

由
で

、
障

害
者

だ
け

を
総

合
職

か
ら

一
般

職
に

変
更

さ
せ

る
こ

と
。

・
労

働
能

力
等

に
基

づ
く
こ

と
な

く
、

単
に

障
害

者
だ

か
ら

と
い

う
理

由
で

、
障

害
者

だ
け

を
、

一
般

職
か

ら
総

合
職

へ
の

変
更

の
対

象
か

ら
排

除
す

る
こ

と
。

・
一

般
職

か
ら

総
合

職
へ

の
職

種
の

変
更

に
当

た
っ

て
、

障
害

者
に

対
し

て
の

み
長

期
の

勤
続

年
数

の
要

件
を

付
す

こ
と

。

９
雇

用
形

態
の

変
更

・
労

働
能

力
等

に
基

づ
く
こ

と
な

く
、

単
に

障
害

者
だ

か
ら

と
い

う
理

由
で

、
障

害
者

だ
け

を
、

フ
ル

タ
イ

ム
か

ら
パ

ー
ト

タ
イ

ム
に

変
更

さ
せ

る
こ

と
。

・
労

働
能

力
等

に
基

づ
く
こ

と
な

く
、

単
に

障
害

者
だ

か
ら

と
い

う
理

由
で

、
障

害
者

だ
け

を
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

か
ら

フ
ル

タ
イ

ム
へ

の
変

更
の

対
象

か
ら

排
除

す
る

こ
と

。
・

パ
ー

ト
タ

イ
ム

か
ら

フ
ル

タ
イ

ム
へ

の
変

更
の

基
準

を
満

た
す

労
働

者
の

中
か

ら
、

障
害

者
で

な
い

者
を

優
先

し
て

そ
の

対
象

と
す

る
こ

と
。

１
０

退
職

の
勧

奨

・
労

働
能

力
等

に
基

づ
く
こ

と
な

く
、

単
に

障
害

者
だ

か
ら

と
い

う
理

由
で

、
障

害
者

の
み

を
退

職
の

勧
奨

の
対

象
と

す
る

こ
と

。

・
障

害
者

で
な

い
者

に
つ

い
て

は
成

績
が

最
低

の
者

の
み

を
退

職
の

勧
奨

の
対

象
と

す
る

が
、

障
害

者
に

つ
い

て
は

平
均

以
下

の
者

を
退

職
の

勧
奨

の
対

象
と

す
る

こ
と

。

・
退

職
の

勧
奨

の
対

象
と

な
る

基
準

を
満

た
す

者
が

障
害

者
を

含
め

て
複

数
い

る
場

合
に

、
労

働
能

力
等

に
基

づ
く
こ

と
な

く
、

単
に

障
害

者
だ

か
ら

と
い

う
理

由
で

、
障

害
者

を
優

先
し

て
退

職
の

勧
奨

の
対

象
と

す
る

こ
と

。
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（
参

考
）
差

別
に

該
当

す
る

と
考

え
ら

れ
る

例

１
１

定
年

・
障

害
者

で
な

い
者

に
は

定
年

を
定

め
な

い
一

方
で

、
障

害
者

の
み

定
年

を
60

歳
と

定
め

る
こ

と
。

・
障

害
者

で
な

い
者

の
定

年
は

65
歳

と
す

る
一

方
で

、
障

害
者

の
定

年
は

60
歳

と
す

る
こ

と
。

１
２

解
雇

・
労

働
能

力
等

に
基

づ
く
こ

と
な

く
、

単
に

障
害

者
だ

か
ら

と
い

う
理

由
で

、
解

雇
の

対
象

と
す

る
こ

と
。

・
障

害
者

で
な

い
者

に
つ

い
て

は
成

績
が

最
低

の
者

の
み

を
解

雇
の

対
象

と
す

る
が

、
障

害
者

に
つ

い
て

は
成

績
が

平
均

以
下

の
者

を
解

雇
の

対
象

と
す

る
こ

と
。

・
労

働
能

力
等

に
基

づ
く
こ

と
な

く
、

単
に

障
害

者
だ

か
ら

と
い

う
理

由
で

、
障

害
者

を
優

先
し

て
解

雇
の

対
象

と
す

る
こ

と
。

１
３

労
働

契
約

の
更

新

・
労

働
能

力
等

に
基

づ
く
こ

と
な

く
、

単
に

障
害

者
だ

か
ら

と
い

う
理

由
で

、
障

害
者

に
対

し
て

の
み

、
労

働
契

約
を

更
新

し
な

い
こ

と
。

・
労

働
契

約
の

更
新

の
際

、
障

害
者

に
対

し
て

の
み

、
一

定
以

上
の

成
績

を
上

げ
て

い
る

こ
と

を
条

件
と

す
る

こ
と

。
・

労
働

能
力

等
に

基
づ

く
こ

と
な

く
、

障
害

者
で

な
い

者
を

優
先

し
て

労
働

契
約

更
新

の
対

象
と

す
る

こ
と

。
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（
１

）
基

本
的

な
考

え
方

○
対

象
と

な
る

事
業

主
の

範
囲

は
、

す
べ

て
の

事
業

主
。

○
対

象
と

な
る

障
害

者
の

範
囲

：
身

体
障

害
、

知
的

障
害

、
精

神
障

害
（
発

達
障

害
を

含
む

。
）
そ

の
他

の
心

身
の

機
能

の
障

害
が

あ
る

た
め

、
長

期
に

わ
た

り
、

職
業

生
活

に
相

当
の

制
限

を
受

け
、

又
は

職
業

生
活

を
営

む
こ

と
が

著
し

く
困

難
な

者
。

⇒
障

害
者

手
帳

所
持

者
に

限
定

さ
れ

な
い

。

○
合

理
的

配
慮

は
、

個
々

の
事

情
を

有
す

る
障

害
者

と
事

業
主

と
の

相
互

理
解

の
中

で
提

供
さ

れ
る

べ
き

性
質

の
も

の
。

（
２

）
合

理
的

配
慮

の
内

容

○
合

理
的

配
慮

の
事

例
と

し
て

、
多

く
の

事
業

主
が

対
応

で
き

る
と

考
え

ら
れ

る
措

置
の

例
を

「
別

表
」
と

し
て

記
載

。

（
別

表
の

記
載

例
）

【
募

集
及

び
採

用
時

】
・

募
集

内
容

に
つ

い
て

、
音

声
等

で
提

供
す

る
こ

と
。

（
視

覚
障

害
）

・
面

接
を

筆
談

等
に

よ
り

行
う

こ
と

。
（
聴

覚
・
言

語
障

害
）

な
ど

【
採

用
後

】
・

机
の

高
さ

を
調

節
す

る
こ

と
等

作
業

を
可

能
に

す
る

工
夫

を
行

う
こ

と
。

（
肢

体
不

自
由

）
・

本
人

の
習

熟
度

に
応

じ
て

業
務

量
を

徐
々

に
増

や
し

て
い

く
こ

と
。

（
知

的
障

害
）

・
出

退
勤

時
刻

・
休

暇
・
休

憩
に

関
し

、
通

院
・
体

調
に

配
慮

す
る

こ
と

。
（
精

神
障

害
ほ

か
）

な
ど

雇
用

の
分

野
に

お
け

る
障

害
者

と
障

害
者

で
な

い
者

と
の

均
等

な
機

会
若

し
く
は

待
遇

の
確

保
又

は
障

害
者

で
あ

る
労

働
者

の
有

す
る

能
力

の
有

効
な

発
揮

の
支

障
と

な
っ

て
い

る
事

情
を

改
善

す
る

た
め

に
事

業
主

が
講

ず
べ

き
措

置
に

関
す

る
指

針
（
概

要
）合

理
的

配
慮

指
針

（
平

成
2
7
年

３
月

2
5
日

厚
生

労
働

大
臣

告
示

）
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（
４

）
過

重
な

負
担

○
合

理
的

配
慮

の
提

供
の

義
務

は
、

事
業

主
に

対
し

て
「
過

重
な

負
担

」
を

及
ぼ

す
こ

と
と

な
る

場
合

を
除

く
。

事
業

主
は

、
過

重
な

負
担

に
当

た
る

か
否

か
に

つ
い

て
、

次
の

要
素

を
総

合
的

に
勘

案
し

な
が

ら
個

別
に

判
断

す
る

。

①
事

業
活

動
へ

の
影

響
の

程
度

、
②

実
現

困
難

度
、

③
費

用
・
負

担
の

程
度

、
④

企
業

の
規

模
、

⑤
企

業
の

財
務

状
況

、
⑥

公
的

支
援

の
有

無

○
事

業
主

は
、

過
重

な
負

担
に

当
た

る
と

判
断

し
た

場
合

は
、

そ
の

旨
及

び
そ

の
理

由
を

障
害

者
に

説
明

す
る

。
そ

の
場

合
で

も
、

事
業

主
は

、
障

害
者

の
意

向
を

十
分

に
尊

重
し

た
上

で
、

過
重

な
負

担
に

な
ら

な
い

範
囲

で
、

合
理

的
配

慮
の

措
置

を
講

ず
る

。

（
３

）
合

理
的

配
慮

の
手

続

○
募

集
・
採

用
時

：
障

害
者

か
ら

事
業

主
に

対
し

、
支

障
と

な
っ

て
い

る
事

情
な

ど
を

申
し

出
る

。
採

用
後

：
事

業
主

か
ら

障
害

者
に

対
し

、
職

場
で

支
障

と
な

っ
て

い
る

事
情

の
有

無
を

確
認

す
る

。

○
合

理
的

配
慮

に
関

す
る

措
置

に
つ

い
て

、
事

業
主

と
障

害
者

で
話

し
合

う
。

○
合

理
的

配
慮

に
関

す
る

措
置

を
確

定
し

、
講

ず
る

こ
と

と
し

た
措

置
の

内
容

及
び

理
由

（
「
過

重
な

負
担

」
に

あ
た

る
場

合
は

、
そ

の
旨

及
び

そ
の

理
由

）
を

障
害

者
に

説
明

す
る

。
採

用
後

に
お

い
て

、
措

置
に

一
定

の
時

間
が

か
か

る
場

合
は

そ
の

旨
を

障
害

者
に

説
明

す
る

。

※
障

害
者

の
意

向
確

認
が

困
難

な
場

合
、

就
労

支
援

機
関

の
職

員
等

に
障

害
者

の
補

佐
を

求
め

て
も

差
し

支
え

な
い

。

（
５

）
相

談
体

制
の

整
備

○
事

業
主

は
、

障
害

者
か

ら
の

相
談

に
適

切
に

対
応

す
る

た
め

に
、

必
要

な
体

制
の

整
備

や
、

相
談

者
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

を
保

護
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
じ

、
そ

の
旨

を
労

働
者

に
周

知
す

る
。

○
事

業
主

は
、

相
談

し
た

こ
と

を
理

由
と

す
る

不
利

益
取

扱
い

の
禁

止
を

定
め

、
当

該
措

置
を

講
じ

て
い

る
こ

と
に

つ
い

て
、

労
働

者
に

周
知

す
る

。
な

ど
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（
参

考
）

合
理

的
配

慮
の

具
体

例
（
指

針
別

表
の

事
例

）

障
害

区
分

場
面

事
例

事
例

集
ペ

ー
ジ

視
覚

障
害

募
集

及
び

採
用

時
・

募
集

内
容

に
つ

い
て

、
音

声
等

で
提

供
す

る
こ

と
。

・
採

用
試

験
に

つ
い

て
、

点
字

や
音

声
等

に
よ

る
実

施
や

、
試

験
時

間
の

延
長

を
行

う
こ

と
。

５

採
用

後
・

業
務

指
導

や
相

談
に

関
し

、
担

当
者

を
定

め
る

こ
と

。
・

拡
大

文
字

、
音

声
ソ

フ
ト

等
の

活
用

に
よ

り
業

務
が

遂
行

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

。
・

出
退

勤
時

刻
・
休

暇
・
休

憩
に

関
し

、
通

院
・
体

調
に

配
慮

す
る

こ
と

。
・

職
場

内
の

机
等

の
配

置
、

危
険

箇
所

を
事

前
に

確
認

す
る

こ
と

。

・
移

動
の

支
障

と
な

る
物

を
通

路
に

置
か

な
い

、
机

の
配

置
や

打
合

せ
場

所
を

工
夫

す
る

等
に

よ
り

職
場

内
で

の
移

動
の

負
担

を
軽

減
す

る
こ

と
。

・
本

人
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
上

で
、

他
の

労
働

者
に

対
し

、
障

害
の

内
容

や
必

要
な

配
慮

等
を

説
明

す
る

こ
と

。

６

聴
覚

・
言

語
障

害
募

集
及

び
採

用
時

・
面

接
時

に
、

就
労

支
援

機
関

の
職

員
等

の
同

席
を

認
め

る
こ

と
。

・
面

接
を

筆
談

等
に

よ
り

行
う

こ
と

。
１

５

採
用

後
・

業
務

指
導

や
相

談
に

関
し

、
担

当
者

を
定

め
る

こ
と

。
・

業
務

指
示

・
連

絡
に

際
し

て
、

筆
談

や
メ

ー
ル

等
を

利
用

す
る

こ
と

。
・

出
退

勤
時

刻
・
休

暇
・
休

憩
に

関
し

、
通

院
・
体

調
に

配
慮

す
る

こ
と

。
・

危
険

箇
所

や
危

険
の

発
生

等
を

視
覚

で
確

認
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
。

・
本

人
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
上

で
、

他
の

労
働

者
に

対
し

、
障

害
の

内
容

や
必

要
な

配
慮

等
を

説
明

す
る

こ
と

。

１
７
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（
参

考
）

合
理

的
配

慮
の

具
体

例
（
指

針
別

表
の

事
例

）

障
害

区
分

場
面

事
例

事
例

集
ペ

ー
ジ

肢
体

不
自

由
募

集
及

び
採

用
時

・
面

接
の

際
に

で
き

る
だ

け
移

動
が

少
な

く
て

済
む

よ
う

に
す

る
こ

と
。

２
５

採
用

後
・

業
務

指
導

や
相

談
に

関
し

、
担

当
者

を
定

め
る

こ
と

。

・
移

動
の

支
障

と
な

る
物

を
通

路
に

置
か

な
い

、
机

の
配

置
や

打
合

せ
場

所
を

工
夫

す
る

等
に

よ
り

職
場

内
で

の
移

動
の

負
担

を
軽

減
す

る
こ

と
。

・
机

の
高

さ
を

調
節

す
る

こ
と

等
作

業
を

可
能

に
す

る
工

夫
を

行
う

こ
と

。
・

ス
ロ

ー
プ

、
手

す
り

等
を

設
置

す
る

こ
と

。
・

体
温

調
整

し
や

す
い

服
装

の
着

用
を

認
め

る
こ

と
。

・
出

退
勤

時
刻

・
休

暇
・
休

憩
に

関
し

、
通

院
・
体

調
に

配
慮

す
る

こ
と

。

・
本

人
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
上

で
、

他
の

労
働

者
に

対
し

、
障

害
の

内
容

や
必

要
な

配
慮

等
を

説
明

す
る

こ
と

。

２
６

内
部

障
害

募
集

及
び

採
用

時
・

面
接

時
間

に
つ

い
て

、
体

調
に

配
慮

す
る

こ
と

。
３

６

採
用

後
・

業
務

指
導

や
相

談
に

関
し

、
担

当
者

を
定

め
る

こ
と

。
・

出
退

勤
時

刻
・
休

暇
・
休

憩
に

関
し

、
通

院
・
体

調
に

配
慮

す
る

こ
と

。
・

本
人

の
負

担
の

程
度

に
応

じ
、

業
務

量
等

を
調

整
す

る
こ

と
。

・
本

人
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
上

で
、

他
の

労
働

者
に

対
し

、
障

害
の

内
容

や
必

要
な

配
慮

等
を

説
明

す
る

こ
と

。

３
７
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（
参

考
）

合
理

的
配

慮
の

具
体

例
（
指

針
別

表
の

事
例

）

障
害

区
分

場
面

事
例

事
例

集
ペ

ー
ジ

知
的

障
害

募
集

及
び

採
用

時
・

面
接

時
に

、
就

労
支

援
機

関
の

職
員

等
の

同
席

を
認

め
る

こ
と

。
４

３

採
用

後
・

業
務

指
導

や
相

談
に

関
し

、
担

当
者

を
定

め
る

こ
と

。
・

本
人

の
習

熟
度

に
応

じ
て

業
務

量
を

徐
々

に
増

や
し

て
い

く
こ

と
。

・
図

等
を

活
用

し
た

業
務

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

作
成

す
る

、
業

務
指

示
は

内
容

を
明

確
に

し
、

一
つ

ず
つ

行
う

等
作

業
手

順
を

分
か

り
や

す
く
示

す
こ

と
。

・
出

退
勤

時
刻

・
休

暇
・
休

憩
に

関
し

、
通

院
・
体

調
に

配
慮

す
る

こ
と

。

・
本

人
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
上

で
、

他
の

労
働

者
に

対
し

、
障

害
の

内
容

や
必

要
な

配
慮

等
を

説
明

す
る

こ
と

。

４
４

精
神

障
害

募
集

及
び

採
用

時
・

面
接

時
に

、
就

労
支

援
機

関
の

職
員

等
の

同
席

を
認

め
る

こ
と

。
５

３

採
用

後
・

業
務

指
導

や
相

談
に

関
し

、
担

当
者

を
定

め
る

こ
と

。

・
業

務
の

優
先

順
位

や
目

標
を

明
確

に
し

、
指

示
を

一
つ

ず
つ

出
す

、
作

業
手

順
を

分
か

り
や

す
く
示

し
た

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

作
成

す
る

等
の

対
応

を
行

う
こ

と
。

・
出

退
勤

時
刻

・
休

暇
・
休

憩
に

関
し

、
通

院
・
体

調
に

配
慮

す
る

こ
と

。
・

で
き

る
だ

け
静

か
な

場
所

で
休

憩
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
。

・
本

人
の

状
況

を
見

な
が

ら
業

務
量

等
を

調
整

す
る

こ
と

。

・
本

人
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
上

で
、

他
の

労
働

者
に

対
し

、
障

害
の

内
容

や
必

要
な

配
慮

等
を

説
明

す
る

こ
と

。

５
４
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（
参

考
）

合
理

的
配

慮
の

具
体

例
（
指

針
別

表
の

事
例

）

障
害

区
分

場
面

事
例

事
例

集
ペ

ー
ジ

発
達

障
害

募
集

及
び

採
用

時
・

面
接

時
に

、
就

労
支

援
機

関
の

職
員

等
の

同
席

を
認

め
る

こ
と

。
・

面
接

・
採

用
試

験
に

つ
い

て
、

文
字

に
よ

る
や

り
と

り
や

試
験

時
間

の
延

長
等

を
行

う
こ

と
。

６
３

採
用

後
・

業
務

指
導

や
相

談
に

関
し

、
担

当
者

を
定

め
る

こ
と

。

・
業

務
指

示
や

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

を
明

確
に

し
、

指
示

を
一

つ
ず

つ
出

す
、

作
業

手
順

に
つ

い
て

図
等

を
活

用
し

た
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
作

成
す

る
等

の
対

応
を

行
う

こ
と

。
・

出
退

勤
時

刻
・
休

暇
・
休

憩
に

関
し

、
通

院
・
体

調
に

配
慮

す
る

こ
と

。

・
感

覚
過

敏
を

緩
和

す
る

た
め

、
サ

ン
グ

ラ
ス

の
着

用
や

耳
栓

の
使

用
を

認
め

る
等

の
対

応
を

行
う

こ
と

。

・
本

人
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
上

で
、

他
の

労
働

者
に

対
し

、
障

害
の

内
容

や
必

要
な

配
慮

等
を

説
明

す
る

こ
と

。

６
５

難
病

に
起

因
す

る
障

害
募

集
及

び
採

用
時

・
面

接
時

間
に

つ
い

て
、

体
調

に
配

慮
す

る
こ

と
。

・
面

接
時

に
、

就
労

支
援

機
関

の
職

員
等

の
同

席
を

認
め

る
こ

と
。

７
４

採
用

後
・

業
務

指
導

や
相

談
に

関
し

、
担

当
者

を
定

め
る

こ
と

。
・

出
退

勤
時

刻
・
休

暇
・
休

憩
に

関
し

、
通

院
・
体

調
に

配
慮

す
る

こ
と

。
・

本
人

の
負

担
の

程
度

に
応

じ
、

業
務

量
等

を
調

整
す

る
こ

と
。

・
本

人
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
上

で
、

他
の

労
働

者
に

対
し

、
障

害
の

内
容

や
必

要
な

配
慮

等
を

説
明

す
る

こ
と

。

７
５
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（
参

考
）

合
理

的
配

慮
の

具
体

例
（
指

針
別

表
の

事
例

）

障
害

区
分

場
面

事
例

事
例

集
ペ

ー
ジ

高
次

脳
機

能
障

害
募

集
及

び
採

用
時

・
面

接
時

に
、

就
労

支
援

機
関

の
職

員
等

の
同

席
を

認
め

る
こ

と
。

７
９

採
用

後
・

業
務

指
導

や
相

談
に

関
し

、
担

当
者

を
定

め
る

こ
と

。

・
仕

事
内

容
等

を
メ

モ
に

す
る

、
一

つ
ず

つ
業

務
指

示
を

行
う

、
写

真
や

図
を

多
用

し
て

作
業

手
順

を
示

す
等

の
対

応
を

行
う

こ
と

。
・

出
退

勤
時

刻
・
休

暇
・
休

憩
に

関
し

、
通

院
・
体

調
に

配
慮

す
る

こ
と

。
・

本
人

の
負

担
の

程
度

に
応

じ
、

業
務

量
等

を
調

整
す

る
こ

と
。

・
本

人
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
配

慮
し

た
上

で
、

他
の

労
働

者
に

対
し

、
障

害
の

内
容

や
必

要
な

配
慮

等
を

説
明

す
る

こ
と

。

８
０
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労
働
者

事
業
主

障
害
者
雇
用
調
停
会
議

企
業

厚
生
労
働
省

都
道
府
県
労
働
局

（
職
業
安
定
部
）

➂
調
停
委
員
に
よ
る
調
停
・
調
停
案
の
作
成
･

受
諾
勧
告
（
法
第
７
４
条
の
７
、
８
）

○
障
害
者
に
対
す
る
差
別
の
禁
止
や
合
理
的
配
慮
の
提
供
に
関
し
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
中
心
と
な
っ
て
助
言
・
指
導
・
勧
告
を
行
う
（
法
第
３
６
条

の
６
）
。

○
事
業
主
と
障
害
者
の
間
で
話
合
い
が
円
滑
に
進
ま
ず
、
紛
争
に
発
展
し
た
場
合
、
当
該
事
項
に
係
る
紛
争
は
、
都
道
府
県
労
働
局
長
が
必
要
な

助
言
、
指
導
又
は
勧
告
を
す
る
（法
第
７
４
条
の
６
）と
と
も
に
、
創
設
し
た
調
停
制
度
の
対
象
と
な
る
（法
第
７
４
条
の
７
、
８
）。

紛
争
状
態

事
業
主

企
業 労
働
者

話
合
い
段
階

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

話
し
合
い

紛
争
に
発
展

➁
都
道
府
県
労
働
局
長
に
よ
る

紛
争
当
事
者
へ
の
助
言
・
指
導
・
勧
告

（
法
第
７
４
条
の
６
）

解 決 し な い 場 合
※
個
別
紛
争
解
決
促
進
法
の
特
例
と
し
て
、
紛
争
調
整
委
員
会
の
中
に
設
け
る
。

自
主
的
な
解
決

紛
争

①
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
助
言
・
指
導
・
勧
告

（
法
第
３
６
条
の
６
）
（
注
）

（
注
）
必
要
に
応
じ
て

都
道
府
県
労
働
局
長

も
実
施
可
能

障
害
者
雇
用
促
進
法
に
基
づ
く
障
害
者
差
別
禁
止
・合
理
的
配
慮
の
提
供
義
務
に
係
る
紛
争
解
決
手
続

（
資
料
４
）
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（資料５） 

［関係条文抜粋］ 

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年 法律第 123 号） 

 

（雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るため

の措置） 

第三十六条の二 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でな

い者との均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集

及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必

要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこと

となるときは、この限りでない。 

 

第三十六条の三 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者と

の均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障と

なつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に

配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必

要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこと

となるときは、この限りでない。 

 

第三十六条の四 事業主は、前二条に規定する措置を講ずるに当たつては、障害者

の意向を十分に尊重しなければならない。 

２ 事業主は、前条に規定する措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの

相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な

措置を講じなければならない。 

 

（雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等に関する指

針） 

第三十六条の五 厚生労働大臣は、前三条の規定に基づき事業主が講ずべき措置

に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針（次項において「均等な

機会の確保等に関する指針」という。）を定めるものとする。 

２ 第七条第三項及び第四項の規定は、均等な機会の確保等に関する指針の策定

及び変更について準用する。この場合において、同条第三項中「聴くほか、都道府県

知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。 
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（助言、指導及び勧告） 

第三十六条の六 厚生労働大臣は、第三十四条、第三十五条及び第三十六条の二

から第三十六条の四までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に

対して、助言、指導又は勧告をすることができる。 

 

第三章の二 紛争の解決 

第一節 紛争の解決の援助 

（苦情の自主的解決） 

第七十四条の四 事業主は、第三十五条及び第三十六条の三に定める事項に関

し、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関（事業主を代

表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働

者の苦情を処理するための機関をいう。）に対し当該苦情の処理を委ねる等その自

主的な解決を図るように努めなければならない。 

 

（紛争の解決の促進に関する特例） 

第七十四条の五 第三十四条、第三十五条、第三十六条の二及び第三十六条の三

に定める事項についての障害者である労働者と事業主との間の紛争については、個

別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成十三年法律第百十二号）第四条、

第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第七十四条の

八までに定めるところによる。 

 

（紛争の解決の援助） 

第七十四条の六 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の

当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争

の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。 

２ 事業主は、障害者である労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労

働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

 

第二節 調停 

（調停の委任） 

第七十四条の七 都道府県労働局長は、第七十四条の五に規定する紛争（労働者

の募集及び採用についての紛争を除く。）について、当該紛争の当事者の双方又は

一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると

認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争

調整委員会に調停を行わせるものとする。 
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２ 前条第二項の規定は、障害者である労働者が前項の申請をした場合について準

用する。 

 

（調停） 

第七十四条の八 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す

る法律（昭和四十七年法律第百十三号）第十九条、第二十条第一項及び第二十一

条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この

場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「障害者の雇用の

促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と、同法第二十条第一項中「関係当事

者」とあるのは「関係当事者又は障害者の医療に関する専門的知識を有する者その

他の参考人」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「障害者の

雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と読み替えるものとする。 
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